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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと、複数の分割領域からなり、１つ以上の分割領域を１つの発光単位として
、発光単位毎に発光する発光手段と、を備える表示装置を制御する制御装置であって、
　第１画像を拡大した第２画像を表示する場合に、前記第１画像に対する前記第２画像の
拡大率に応じて、前記第１画像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくする制御
手段
を有することを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記発光手段は、初期状態において、１つの分割領域を１つの発光単位として、発光単
位毎に発光するものであり、
　前記制御手段は、前記第１画像を表示する場合に、発光単位のサイズを前記分割領域の
サイズとし、前記第２画像を表示する場合に、発光単位のサイズを、前記分割領域のサイ
ズを前記第１画像に対する前記第２画像の拡大率で拡大したサイズへ変更する
ことを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記表示装置は、前記発光手段の発光輝度を、分割領域毎に、その分割領域に表示され
る画像の統計量を用いて決定する決定手段を更に有し、
　前記制御装置は、前記第１画像を表示する場合の、前記第１画像の発光単位毎の統計量
を記憶する記憶手段を更に有し、



(2) JP 5868048 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

　前記制御手段は、前記第２画像を表示する場合に、前記決定手段で、前記拡大された発
光単位に含まれる分割領域の統計量として、該発光単位に対応する前記記憶手段で記憶さ
れた発光単位の統計量が使用されるように、前記表示装置に指示する
ことを特徴とする請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記表示装置は、
　分割領域毎に、その分割領域に表示される画像の統計量を取得する取得手段と、
　分割領域毎に、前記取得手段で取得された統計量を用いて、前記発光手段の発光輝度を
決定する決定手段と、
を更に有し、
　前記制御手段は、前記第２画像を表示する場合に、前記取得手段で、前記拡大された発
光単位に含まれる分割領域の統計量が、該発光単位の領域から取得されるように、前記表
示装置に指示する
ことを特徴とする請求項２に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記第２画像は、画面の少なくとも一部の領域に表示されるものであり、
　前記制御手段は、少なくとも前記第２画像が表示される領域の発光単位のサイズを大き
くする
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記第１画像に対する拡大率が互いに異なる複数の画像を共に表示し
ている場合に、前記発光単位のサイズを大きくする処理を行う
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記制御装置は、
　画像の縁と分割領域の縁とが一致するように表示する画像の領域を決定する領域決定手
段
を更に有することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項８】
　前記制御装置は、
　１つの分割領域を１つの発光単位とする第１のモードと、
　前記第２画像を表示する場合に、前記第１画像に対する前記第２画像の拡大率に応じて
、前記第１画像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくする第２のモードと、
を含む複数のモードのいずれかを選択する選択手段を更に有する
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項９】
　表示パネルと、複数の分割領域からなり、１つ以上の分割領域を１つの発光単位として
、発光単位毎に発光する発光手段と、を備える表示装置を制御する制御装置の制御方法で
あって、
　第１画像を拡大した第２画像を表示する場合に、前記第１画像に対する前記第２画像の
拡大率に応じて、前記第１画像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくする制御
ステップ
を有することを特徴とする制御装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記発光手段は、初期状態において、１つの分割領域を１つの発光単位として、発光単
位毎に発光するものであり、
　前記制御ステップでは、前記第１画像を表示する場合に、発光単位のサイズを前記分割
領域のサイズとし、前記第２画像を表示する場合に、発光単位のサイズを、前記分割領域
のサイズを前記第１画像に対する前記第２画像の拡大率で拡大したサイズへ変更する
ことを特徴とする請求項９に記載の制御装置の制御方法。
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【請求項１１】
　前記表示装置は、前記発光手段の発光輝度を、分割領域毎に、その分割領域に表示され
る画像の統計量を用いて決定する決定手段を更に有し、
　前記制御装置の制御方法は、前記第１画像を表示する場合の、前記第１画像の発光単位
毎の統計量を、記憶部に記録する記録ステップを有し、
　前記制御ステップでは、前記第２画像を表示する場合に、前記決定手段で、前記拡大さ
れた発光単位に含まれる分割領域の統計量として、該発光単位に対応する前記記録ステッ
プで記録された発光単位の統計量が使用されるように、前記表示装置に指示する
ことを特徴とする請求項１０に記載の制御装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記表示装置は、
　分割領域毎に、その分割領域に表示される画像の統計量を取得する取得手段と、
　分割領域毎に、前記取得手段で取得された統計量を用いて、前記発光手段の発光輝度を
決定する決定手段と、
を更に有し、
　前記制御ステップでは、前記第２画像を表示する場合に、前記取得手段で、前記拡大さ
れた発光単位に含まれる分割領域の統計量が、該発光単位の領域から取得されるように、
前記表示装置に指示する
ことを特徴とする請求項１０に記載の制御装置の制御方法。
【請求項１３】
　前記第２画像は、画面の少なくとも一部の領域に表示されるものであり、
　前記制御ステップでは、少なくとも前記第２画像が表示される領域の発光単位のサイズ
を大きくする
ことを特徴とする請求項９～１２のいずれか１項に記載の制御装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記制御ステップでは、前記第１画像に対する拡大率が互いに異なる複数の画像を共に
表示している場合に、前記発光単位のサイズを大きくする処理を行う
ことを特徴とする請求項９～１３のいずれか１項に記載の制御装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記制御装置の制御方法は、
　画像の縁と分割領域の縁とが一致するように表示する画像の領域を決定する領域決定ス
テップ
を更に有することを特徴とする請求項９～１４のいずれか１項に記載の制御装置の制御方
法。
【請求項１６】
　前記制御装置の制御方法は、
　１つの分割領域を１つの発光単位とする第１のモードと、
　前記第２画像を表示する場合に、前記第１画像に対する前記第２画像の拡大率に応じて
、前記第１画像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくする第２のモードと、
を含む複数のモードのいずれかを選択する選択ステップを更に有する
ことを特徴とする請求項９～１５のいずれか１項に記載の制御装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、液晶パネル、液晶パネルの背面側に配置されたバックライト、それら
を制御する制御回路などを有する。
　近年、バックライトを複数の分割領域（発光ブロック）に分割し、発光ブロック毎に輝
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度を制御する技術が開発されている。これにより、液晶表示装置で表示する画像のコント
ラストを向上したり、消費電力を低減することが可能となる。このような技術は、ローカ
ルディミングと呼ばれる。
【０００３】
　ローカルディミングでは、発光ブロック毎に画像データが分割され、発光ブロック毎の
画像データの統計量（例えば、最大階調値）が取得される。そして、発光ブロック毎に、
取得した最大階調値（最大輝度値）に基づいて、その発光ブロックの輝度が決定される。
それにより、輝度値が高い画像データの領域で発光ブロックの輝度が高くされ、輝度値が
低い画像データの領域で発光ブロックの輝度が低くされる。また、発光ブロック毎に、決
定した輝度に基づいて、例えば発光ブロック毎に最明部の輝度（表示輝度）が変化しない
ように、画像データに補正処理が施される。このようなローカルディミングは、例えば、
特許文献１に開示されている。
　ローカルディミングに関する従来技術は、例えば、特許文献２にも開示されている。
　特許文献２に開示の技術では、画像データから発光ブロック毎に代表階調値が算出され
る。そして、代表階調値が基準値以上の発光ブロックが少ないほど、該発光ブロックの輝
度が高くされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２５８４０３号公報
【特許文献２】特開２００９－２６５６７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、画像編集アプリケーションや画像表示アプリケーションは、一般に、画像を
拡大して表示する機能を有する。
　しかしながら、上述した従来技術では、１つの発光ブロックを１つの発光単位として、
発光単位毎に、その発光単位の輝度を調整することにより、コントラストが調整される。
　そのため、従来のローカルディミングを行って画像を表示すると、画像の拡大率によっ
てコントラストが変わってしまう。例えば、原画像と、原画像を２倍に拡大した拡大画像
とで、画像の表示サイズに対する発光単位のサイズの割合が変わってしまう（１つの発光
単位に対応する画像の領域が変わってしまう）。画像の表示サイズに対して発光単位のサ
イズが小さい場合の方が、コントラストがより細かく調整されるため、原画像と拡大画像
とでコントラストが変わってしまう。
　このようなコントラストの違いは、ユーザに違和感を与えるため、好ましくない。特に
、表示されている画像を、拡大率を変更して表示する場合（同じ画像を拡大率を変えて表
示する場合）に、上記コントラストの違いはユーザに感知されやすく、ユーザに違和感を
与える。
【０００６】
　また、画像編集アプリケーションや画像表示アプリケーションは、一般に、複数の画像
を共に表示する機能を有する。
　特に、原画像に対する拡大率の異なる複数の画像を共に表示すると、上述した理由から
、それらの画像のコントラストに差が生じてしまう。このようなコントラストの差（共に
表示されている画像間のコントラストの差）は、ユーザに感知されやすく、違和感を与え
る。
【０００７】
　本発明は、原画像に対する拡大率の異なる画像間のコントラストの差を低減することの
できる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明の制御装置は、
　表示パネルと、複数の分割領域からなり、１つ以上の分割領域を１つの発光単位として
、発光単位毎に発光する発光手段と、を備える表示装置を制御する制御装置であって、
　第１画像を拡大した第２画像を表示する場合に、前記第１画像に対する前記第２画像の
拡大率に応じて、前記第１画像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくする制御
手段
を有することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の制御装置の制御方法は、
　表示パネルと、複数の分割領域からなり、１つ以上の分割領域を１つの発光単位として
、発光単位毎に発光する発光手段と、を備える表示装置を制御する制御装置の制御方法で
あって、
　第１画像を拡大した第２画像を表示する場合に、前記第１画像に対する前記第２画像の
拡大率に応じて、前記第１画像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくする制御
ステップ
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、原画像に対する拡大率の異なる画像間のコントラストの差を低減する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１に係る画像表示装置の構造の一例を示す模式図
【図２】実施例１に係るバックライトの光源の配置の一例を示す模式図
【図３】実施例１に係る画像表示システムの構成を表すブロック図
【図４】実施例１に係る制御部の処理フローの一例を示すフローチャート
【図５】実施例１に係る拡大画像統計量の算出方法の一例を示す図
【図６】実施例１に係る拡大画像統計量算出部の処理の一例を示す図
【図７】実施例１に係る表示画面と分割領域の一例を示す図
【図８】実施例１に係る原画像統計量のリストの一例を示す図
【図９】実施例１に係る拡大画像統計量のリストの一例を示す図
【図１０】実施例１に係る拡大画像統計量算出部の処理の一例を示す図
【図１１】実施例２に係る領域指定部の処理フローの一例を示すフローチャート
【図１２】実施例２に係る領域指定部の処理の一例を示す図
【図１３】実施例２に係る領域指定部の処理の一例を示す図
【図１４】実施例３に係る領域指定部の処理の一例を示す図
【図１５】実施例４に係る表示領域決定処理の流れの一例を示すフローチャート
【図１６】実施例４に係る調整前後の画像の表示領域の一例を示す図
【図１７】実施例５に係る画像表示システムの構成を表すブロック図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の制御装置及びその制御方法の具体的な実施例について説明する。本実施
例に係る制御装置は、表示装置を制御する。
【００１３】
　＜実施例１＞
　図１は、本発明の実施例１に係る画像表示装置２（表示装置）の構造を模式的に表した
図である。図１に示すように、画像表示装置２は、バックライト１０１、拡散板２０１、
光学シート２０２、液晶パネル３０１などを有する。
　バックライト１０１から発せられた光は、拡散板２０１で拡散され、さらに光学シート
２０２で光の指向性が制御されて、液晶パネル３０１の背面に入射する。液晶パネル３０
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１は、入射した光の透過率を変化させることで画像を表示する。
【００１４】
　図２は、バックライト１０１の光源の配置を示す模式図である。バックライト１０１は
、点線で示された分割領域１０２毎に光源１０３を有する。バックライト１０１は、複数
の分割領域からなり、１つ以上の分割領域を１つの発光単位として、発光単位毎に、決定
された発光輝度で発光する。そして、発光単位毎に、その発光単位の（バックライトの）
発光輝度に基づいて、該発光単位の領域内の液晶素子の透過率（バックライトからの光の
透過率）が制御される。それにより、表示画像（表示された画像）全体のコントラストが
向上される。本実施例では、バックライト１０１は、初期状態において、１つの分割領域
を１つの発光単位として、発光単位毎に、決定された発光輝度で発光するものとする。な
お、本実施例では、１つの分割領域１０２に１つの光源１０３が配置されているが、１つ
の分割領域１０２内に複数の光源１０３が配置されていてもよい。
【００１５】
　図３は、本発明の実施例１に係る画像表示システムの構成を表すブロック図である。
　本実施例に係る画像表示システムは、画像出力装置１（制御装置）および画像表示装置
２より構成されている。本実施例では、画像出力装置１がパーソナルコンピュータ、画像
表示装置２が液晶表示装置の場合を例として説明する。
【００１６】
　まず、画像出力装置１の各ブロックについて説明する。
　画像保持部１１は、画像を構成するデータ（画像データ）を蓄積・保持する。
　画像保持部１１は、制御部１３からの指示に応じて、指定された画像データを合成部１
５あるいはスケーリング部１４へ出力する。
　ユーザ操作受信部１２は、ユーザ操作に応じた信号を受信する。例えば、画像出力装置
１に接続されるマウスやキーボードなどからユーザ操作に応じた信号（ユーザ操作を表す
情報；操作情報）が受信される。
【００１７】
　制御部１３は、ユーザ操作受信部１２で受信された操作情報に応じて、各ブロックへの
命令およびブロック間のデータ通信を制御する。制御部１３の詳細な処理内容については
後述する。
【００１８】
　スケーリング部１４は、ユーザ操作受信部１２で受信された操作情報が拡大操作情報で
あった場合、画像保持部１１から入力された画像データを、ユーザ操作に応じた拡大率で
拡大するスケーリング処理（拡大処理）を施して出力する。拡大操作情報は、画像を拡大
して表示する操作が行われた場合に受信される情報である。
　また、スケーリング部１４は、画像の一部の領域を拡大して表示するユーザ操作が行わ
れた場合には、入力された画像データからユーザに選択された一部の領域のデータを抽出
し、抽出したデータに対して拡大処理を施す。
　また、スケーリング部１４は、入力された画像データに基づく画像内のどの領域を拡大
したかを表す拡大領域情報と拡大率を出力する。
【００１９】
　合成部１５は、画像保持部１１やスケーリング部１４から入力された画像データを、必
要に応じて他の画像データに合成する。例えば、合成部１５は、画像編集アプリケーショ
ンや画像表示アプリケーションのウィンドウ内に上記入力された画像データに基づく画像
が配置された合成画像データを生成し、出力する。なお、本実施例では、合成部１５は、
画像保持部１１から画像データが入力された場合（即ち、原画像のデータが入力された場
合）には、該画像データをそのまま出力するものとする。
　また、合成部１５は、上記入力された画像データに基づく画像の表示領域を表す表示領
域情報を生成し、出力する。
【００２０】
　拡大画像統計量算出部１６は、拡大率によって表示画像のコントラストが変化しないよ
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うに、第１画像を拡大した第２画像を表示する場合に、第１画像に対する第２画像の拡大
率に応じて、第１画像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくする。具体的には
、第１画像を表示する場合に、発光単位のサイズは分割領域のサイズのままとされ、第２
画像を表示する場合に、発光単位のサイズは第１画像に対する第２画像の拡大率で拡大し
たサイズへ変更される。
　本実施例では、第１画像が拡大率が１倍（１００％）の原画像、第２画像が原画像を拡
大した拡大画像である場合を例として説明する。
　なお、本実施例では、画像表示装置２の各分割領域の位置（分割領域の位置を表すアド
レス）及びサイズの情報（分割領域情報）が画像出力装置１内に予め記憶されているもの
とする。そして、拡大画像統計量算出部１６は、分割領域情報を用いて、各分割領域の位
置及びサイズを把握するものとする。但し、分割領域情報は、画像表示装置２から取得さ
れてもよい。分割領域の位置は、始点（分割領域の左上端の位置）、終点（分割領域の右
下端の位置）や中心位置などであってもよい。その場合には、分割領域の位置の情報から
分割領域のサイズを判断することもできるため、分割領域情報は位置の情報のみを含んで
いてもよい。
【００２１】
　詳細は後述するが、本実施例では、画像表示装置２は、バックライトの発光輝度を、分
割領域毎に、その分割領域に表示される画像の統計量を用いて決定する機能を有する（バ
ックライト制御部２４）。
　そこで、本実施例では、拡大画像統計量算出部１６は、拡大画像を表示する場合の各分
割領域の統計量（拡大画像統計量）を算出し、通信部１９を介して画像表示装置２へ送信
することにより、上記変更を行う。拡大画像統計量算出部１６は、原画像統計量保持部１
７に記憶された原画像の統計量、スケーリング部１４から取得した拡大領域情報と拡大率
、及び、合成部１５から取得した表示領域情報を用いて当該処理を行う。具体的には、拡
大画像統計量算出部１６は、バックライト制御部２４で、上記拡大された発光単位に含ま
れる分割領域の統計量として、該発光単位に対応する原画像統計量保持部１７に記憶され
た発光単位の統計量が使用されるように、画像表示装置２に指示する。
【００２２】
　原画像統計量保持部１７は、原画像を表示する場合の、原画像の発光単位毎（分割領域
毎）の統計量を取得し、記憶する。本実施例では、原画像の統計量は、画像表示装置２か
ら通信部１９を介して取得されるものとするが、原画像の統計量は画像出力装置１内で算
出されてもよい。例えば、画像保持部１１から出力される画像データ（原画像の画像デー
タ）から統計量が算出されてもよい。
【００２３】
　画像データ出力部１８は、合成部１５から出力された画像データを外部（画像表示装置
２）へ出力する。
　通信部１９は、画像表示装置２（通信部２５）との間でデータの送受信を行う。
　統計量出力部２０は、原画像統計量保持部１７に記憶された原画像の統計量をＬＡＮ等
の外部のネットワークに出力するインターフェースである。
【００２４】
　次に、画像表示装置２の各ブロックについて説明する。
　画像データ入力部２１は、外部より入力した入力画像データを画像処理部２３および統
計量検出部２２へ出力する。
【００２５】
　統計量検出部２２は、入力画像データから、分割領域毎に、その分割領域の画像データ
の最大値（最大階調値）を統計量として算出し、画像処理部２３およびバックライト制御
部２４へ出力する。分割領域毎の統計量は、例えば、リストの形式で各ブロックに出力さ
れる。なお、統計量は、最大階調値でなく、平均値最頻値、ヒストグラムなどであっても
よい。本実施例では、階調値は０～２５５の値をとるものとする。
　また、通信部２５より拡大画像統計量の入力があった場合には、統計量検出部２２は、
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入力された統計量をそのまま画像処理部２３およびバックライト制御部２４へ出力する。
【００２６】
　画像処理部２３は、統計量検出部２２から入力された統計量を用いて、入力画像データ
に画像処理を施し、該画像処理が施された画像データを出力画像データとして液晶パネル
３０１へ出力する。
　具体的には、以下の式１を用いて、画素毎に、その画素の入力階調値（入力画像データ
の階調値）ＬｉｎＮと、その画素が属す分割領域の最大階調値ＬｉｎＭＡＸ（統計量）と
から、出力階調値（出力画像データの階調値）ＬｏｕｔＮが算出される。
 
　　　ＬｏｕｔＮ＝ＬｉｎＮ×（２５５／ＬｉｎＭＡＸ）・・・（式１）
 
　即ち、分割領域毎に、最大階調値（出力階調値ＬｏｕｔＮの最大値）が２５５となるよ
うに、入力階調値ＬｉｎＮのヒストグラム伸長が行われる。
【００２７】
　バックライト制御部２４は、分割領域１０２毎に、統計量検出部２２から入力された統
計量に基づいて、発光量（発光輝度）を算出し、算出結果をバックライト制御情報として
バックライト１０１へ出力する。
　具体的には、以下の式２を用いて、分割領域毎に、その分割領域の最大階調値ＬｉｎＭ

ＡＸ（統計量）と、バックライトの最大発光量ＢＭＡＸ（設定可能な発光量の最大値）と
から、発光量Ｂが算出される。
 
　　　Ｂ＝ＢＭＡＸ×（ＬｉｎＭＡＸ／２５５）・・・（式２）
 
　なお、式２では、統計量と発光量Ｂの関係は比例関係にあるが、これに限定するもので
はない。統計量の増加に対して発光量Ｂが指数関数的に増加するように発光量Ｂが算出さ
れてもよい。また、式１では、入力階調値と出力階調値は比例関係にあるが、入力階調値
と出力階調値の関係もこれに限るものではない。画像処理部２３、バックライト制御部２
４の処理の方法としては、従来行われているローカルディミングの手法を適宜利用するこ
とができる。
【００２８】
　バックライト１０１は、バックライト制御部２４からのバックライト制御情報に基づい
て、各光源１０３を発光させる。具体的には、バックライト１０１は、分割領域毎に、そ
の分割領域内の光源１０３を、その分割領域に対して算出された発光輝度で発光させる。
　液晶パネル３０１は、出力画像データに基づいて各液晶素子の透過率を制御する。そし
て、液晶パネル３０１は、バックライト１０１から照射された光を透過して、出力画像デ
ータに基づく画像を表示する。
【００２９】
　ここで、画素の画面上の階調値Ｌ（表示輝度値；表示階調値）、その画素の出力階調値
ＬｏｕｔＮ、及び、その画素が属す分割領域の発光量Ｂの関係は、以下の式３となる。
 
　　　Ｌ＝ＬｏｕｔＮ×（Ｂ／ＢＭＡＸ）・・・（式３）
 
式１～３から（具体的には、式３に式１および式２を代入することにより）、ＬとＬｉｎ

Ｎの値が等しいことが分かる。即ち、バックライト制御部２４の処理によりバックライト
の発光量が変化しても、画像の階調値が保たれるように制御されていることがわかる。
【００３０】
　通信部２５は、画像出力装置１（通信部１９）との間でデータの送受信を行う。
【００３１】
　以上のように、バックライト制御部２４によって発光量を制御し、画像処理部２３にお
いて入力画像データに対して画像処理を施すことで、ローカルディミングが実現される。
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　また、上述したように、ローカルディミングにおいては、統計量検出部２２からの統計
量に基づいて、画像処理部２３およびバックライト制御部２４において出力画像データお
よびバックライトの発光量が決定される。
　そのため、原画像のデータから得られた統計量（分割領域毎の統計量）を、拡大画像の
対応する領域の統計量として用いれば、原画像と拡大画像とのコントラストを一致させる
ことが可能となる。
【００３２】
　次に、図４を用いて、本システムにおいてユーザが画像選択操作（原画像表示指示）お
よび画像の拡大操作を行った場合の、制御部１３の処理フローを説明する。
【００３３】
　ユーザが画像選択操作（画像の選択）をすると、制御部１３は、ユーザ操作受信部１２
から画像選択操作を表す情報（画像選択操作情報）を受信する（ステップＳ１０１）。
　次に、制御部１３は、画像保持部１１に対し、選択された画像のデータを合成部１５に
出力するよう指示する。その後、選択された画像のデータが画像表示装置２へ出力され、
該データに基づく画像（原画像）が表示される（ステップＳ１０２）。
　そして、制御部１３は、通信部１９へ統計量取得要求を出力する。それにより、該要求
が画像表示装置２へ出力され、画像表示装置２からの応答信号として、原画像の発光単位
毎（分割領域毎）の統計量が取得される（ステップＳ１０３）。
　次に、制御部１３は、通信部１９を介して取得した原画像の統計量を原画像統計量保持
部１７へ出力する。それにより、原画像の発光単位毎の統計量（原画像統計量）が原画像
統計量保持部１７に記憶される（ステップＳ１０４）。
【００３４】
　ユーザが画像の拡大操作（画像の拡大）をすると、制御部１３は、ユーザ操作受信部１
２から拡大操作を表す情報（拡大操作情報）を受信する（ステップＳ１０５）。拡大操作
情報は、例えば、拡大率、拡大して表示する画像の領域の情報（拡大領域情報）を含む。
　次に、制御部１３は、画像保持部１１に対し、選択された画像のデータをスケーリング
部１４に出力するよう指示する（ステップＳ１０６）。
　そして、制御部１３は、スケーリング部１４へ拡大操作情報を出力する。それにより、
スケーリング部１４で、選択された画像のデータに拡大処理が施される。そして、アプリ
ケーションのウィンドウに拡大処理された画像が合成された合成画像データが表示装置へ
出力される（ステップＳ１０７）。
　次に、制御部１３は、原画像統計量保持部１７から原画像統計量を読み出し、拡大画像
統計量算出部１６へ出力する（ステップＳ１０８）。
　そして、制御部１３は、スケーリング部１４から拡大領域情報と拡大率を取得し、拡大
画像統計量算出部１６へ出力する（ステップＳ１０９）。
　次に、制御部１３は、合成部１５から表示領域情報を取得し、拡大画像統計量算出部１
６へ出力する（ステップＳ１１０）。
　そして、制御部１３は、拡大画像統計量算出部１６にて算出された拡大画像統計量を通
信部１９へ出力する。それにより、拡大画像統計量算出部１６にて算出された拡大画像統
計量が表示装置へ出力される。そして、拡大画像統計量算出部１６で算出された拡大画像
統計量を用いてローカルディミングが行われ、拡大画像が表示される（ステップＳ１１１
）。
【００３５】
　次に、図５を用いて、拡大画像統計量算出部１６の拡大画像統計量の算出方法について
説明する。
　以下では、画像表示装置２の分割領域の数がＭ×Ｎ個（Ｍ，Ｎは２以上の整数）の場合
の例について説明する。Ｍは水平方向の分割領域の数、Ｎは垂直方向の分割領域の数であ
る。
【００３６】
　図５（Ａ）は、拡大操作によって選択された選択領域５０１（拡大表示する領域）を示
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す図である。図５（Ａ）の例では、選択領域５０１の最も左上に位置する分割領域の位置
（選択領域５０１の始点）は、Ｘ＝ａ、Ｙ＝ｂである（ａ，ｂは、１≦ａ≦Ｍ，１≦ｂ≦
Ｎの整数）。Ｘは、その分割領域が水平方向に左から何番目の分割領域かを示す。Ｙは、
その分割領域が垂直方向に上から何番目の分割領域かを示す。図５（Ａ）の例では、選択
領域５０１は、ｍ×ｎ個の分割領域を含む。Ｌｇ（ａ，ｂ）は、Ｘ＝ａ、Ｙ＝ｂの分割領
域に対して得られた原画像の統計量（原画像統計量保持部１７が保持する原画像の統計量
）を示す。
【００３７】
　図５（Ｂ）は、拡大画像の表示領域５０２を示す図である。図５（Ｂ）の例では、拡大
画像の表示領域の始点は、Ｘ＝ｐ、Ｙ＝ｑである。
　ここで、拡大操作が選択領域５０１の画像をＴ倍に拡大して表示する操作であった場合
（即ち、拡大操作で指定された拡大率がＴ×１００％であった場合）、拡大画像の表示領
域のサイズは（ｍ×Ｔ）×（ｎ×Ｔ）となる。
【００３８】
　拡大画像統計量算出部１６は、１つの発光単位のサイズが、１つの分割領域のサイズか
らＴ×Ｔ個の分割領域からなる領域のサイズになるように、分割領域毎の統計量（拡大画
像統計量）を算出する。具体的には、拡大画像統計量算出部１６は、以下の式４によって
表示領域５０２内の分割領域（Ｘ＝ｘ、Ｙ＝ｙ（ｐ≦ｘ＜（ｐ＋ｍ×Ｔ）、ｑ≦ｙ＜（ｑ
＋ｎ×Ｔ）の分割領域）の統計量Ｌｋ（ｘ，ｙ）を算出する。なお、式４において、（ｘ
－ｐ）／Ｔ、（ｙ－ｑ）／Ｔの小数点以下は切り捨てるものとする。
 
　　Ｌｋ（ｘ，ｙ）＝Ｌｇ（ａ＋（ｘ－ｐ）／Ｔ，ｂ＋（ｙ－ｑ）／Ｔ）・・・（式４）
 
　以上のように、拡大された発光単位に含まれるＴ×Ｔ個の分割領域に対して、拡大画像
統計量として、該発光単位に対応する原画像統計量保持部１７に記憶された発光単位の統
計量（原画像統計量）が割り当てられる。例えば、Ｘ＝ｐ～ｐ＋Ｔ、Ｙ＝ｑ～ｑ＋ＴのＴ
×Ｔ個の分割領域に対して、拡大画像統計量として、Ｌｇ（ａ，ｂ）が割り当てられる。
【００３９】
　画像処理部２３およびバックライト制御部２４において、Ｘ＝ｐ、Ｙ＝ｑの分割領域の
統計量として、統計量Ｌｋ（ｐ，ｑ）を用いることで、拡大画像と原画像の画像処理内容
、バックライト発光量を一致させることができる。その結果、拡大画像と原画像のコント
ラストを一致させることができる。例えば、Ｘ＝ｐ～ｐ＋Ｔ、Ｙ＝ｑ～ｑ＋Ｔの分割領域
に表示される拡大画像は、Ｘ＝ａ、Ｙ＝ｂの分割領域に表示される原画像に対応する。本
実施例では、Ｘ＝ｐ～ｐ＋Ｔ、Ｙ＝ｑ～ｑ＋Ｔの分割領域の統計量として、Ｌｇ（ａ，ｂ
）が用いられる。そのため、Ｘ＝ｐ～ｐ＋Ｔ、Ｙ＝ｑ～ｑ＋Ｔの分割領域に表示される拡
大画像とＸ＝ａ、Ｙ＝ｂの分割領域に表示される原画像とのコントラストを一致させるこ
とができる（図６）。
【００４０】
　次に、システム全体の動作の具体例について説明する。
　図７（Ａ）は、原画像を表示するユーザ操作（原画像の選択）が行われた場合の表示画
面例と各分割領域（点線）を模式的に表した図である。図７（Ａ）の例では、分割領域の
数が３２×１８個である。また、図７（Ａ）の例では、始点をＸ＝１８、Ｙ＝９とする、
５×４個の分割領域を含む領域が選択領域５０１として選択されている。
　図８は、図７（Ａ）の原画像を表示する際に統計量検出部２２が検出した各分割領域の
統計量Ｌｇ（原画像統計量）のリストを示す。この統計量のリストは、画像表示装置の各
ブロックへ出力される。
【００４１】
　図７（Ｂ）は、選択領域５０１の画像を４倍に拡大して表示するユーザ操作があった場
合の表示画面例と各分割領域を模式的に表した図である。図７（Ｂ）の例では、拡大画像
の表示領域５０２は、始点をＸ＝３、Ｙ＝２とする、２０×１６個の分割領域を含む。即



(11) JP 5868048 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

ち、図７（Ｂ）の例では、画面の少なくとも一部の領域に拡大画像が表示されている。本
実施例の方法では、拡大画像が表示される領域のみ発光単位のサイズが大きくされる。
　図９は、図８の統計量Ｌｇから算出された、表示領域５０２内の各分割領域の統計量（
拡大画像統計量）のリストを示す。
　表示領域５０２内の各分割領域の統計量は、上述したように、式４を用いて算出される
。たとえば、Ｘ＝１０、Ｙ＝１５の分割領域の統計量Ｌｋ（１０，１５）は、式４から、
 
　Ｌｋ（１０，１５）
＝Ｌｇ（１８＋（１０－３）／４，９＋（１５－２）／４）
＝Ｌｇ（１９，１２）
 
となる。
　その結果、拡大された発光単位に含まれる４×４個の分割領域に対して、拡大画像統計
量として、該発光単位に対応する原画像統計量保持部１７に記憶された発光単位の統計量
（原画像統計量）が割り当てられる。例えば、図１０に示すように、Ｘ＝３～６、Ｙ＝２
～５の４×４個の分割領域に対して、拡大画像統計量として、Ｌｇ（１８，９）が割り当
てられる。
【００４２】
　図９のリストには、統計量として表示領域５０２の統計量Ｌｋのみが含まれている。図
９のリストは、拡大画像の表示領域５０２用の統計量（拡大画像統計量）として画像表示
装置２へ出力される。
　統計量検出部２２は、拡大画像統計量が入力されると、表示領域５０２の統計量として
、入力された拡大画像統計量を画像処理部２３およびバックライト制御部２４へ出力する
。
【００４３】
　画像処理部２３は、統計量検出部２２から統計量が入力されると、画像データ入力部２
１からの入力画像に対し分割領域ごとに画像処理を施し、出力画像として液晶パネル３０
１へ出力する。
　ここで、表示領域５０２の１つの発光単位の統計量Ｌｋは選択領域５０１の対応する１
つの発光単位の統計量Ｌｇと同じ値が設定されている。そのため、表示領域５０２と選択
領域５０１とで出力階調値ＬｏｕｔＮ（式１から得られる値）は同様の値となる（適用さ
れる画像処理が一致する）。
【００４４】
　バックライト制御部２４は、統計量検出部２２からの統計量に基づき、分割領域１０２
ごとの発光量を求め、バックライト制御情報としてバックライト１０１へ出力する。
　ここで、表示領域５０２の１つの発光単位の統計量Ｌｋは選択領域５０１の対応する１
つの発光単位の統計量Ｌｇと同じ値が設定されている。そのため、表示領域５０２と選択
領域５０１の発光量Ｂ（式２から得られる値）は同様の値となる。
　バックライト１０１は、バックライト制御部２４からのバックライト制御情報に基づい
て、分割領域１０２ごとに光源１０３を発光させる。
【００４５】
　液晶パネル３０１は、バックライト１０１から照射された光を変調して、画像処理部２
３からの出力画像データに基づく画像を画面上に表示する。
　ここで、表示領域５０２と選択領域５０１の出力階調値ＬｏｕｔＮおよび発光量Ｂは同
様の値が設定されているため、表示領域５０２と選択領域５０１の液晶パネル３０１上の
表示階調値Ｌ（式３から得られる値）は同様の値となる。
　以上の結果から、原画像と拡大画像のコントラストの差を低減することができる。
【００４６】
　以上述べたように、本実施例によれば、第２画像（拡大画像）を表示する場合に、発光
単位のサイズが、分割領域のサイズを第１画像（原画像）に対する第２画像の拡大率で拡
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大したサイズへ変更される。それにより、第１画像と第２画像のコントラストの差を低減
することができる。
【００４７】
　なお、本実施例では、分割領域のサイズを第１画像に対する第２画像の拡大率で拡大し
たサイズへ変更するものとしたが、これに限らない。第２画像を表示する場合に、第１画
像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくすれば、画像の表示サイズに対する発
光単位のサイズの割合が第１画像を表示する場合の割合に近づくため、第１画像と第２画
像のコントラストの差を低減することができる。
　なお、本実施例では、画像出力装置１により拡大画像統計量が算出される構成としたが
、この構成に限らない。画像出力装置１により分割領域毎の発光量が算出され、該算出さ
れた発光量でバックライトが発光するように、画像出力装置１から画像表示装置２へ指示
されてもよい。
　なお、本実施例では、第１画像が拡大率１００％の原画像、第２画像が原画像を拡大し
た拡大画像である場合について説明したが、第１，２画像はこれに限らない。第１画像は
、原画像を縮小した画像や原画像を拡大した画像であってもよい。第２画像は第１画像を
拡大した画像であればよい。
　なお、本実施例では、第２画像が表示される領域のみ発光単位のサイズが大きくされる
構成としたが、この構成に限らない。少なくとも第２画像が表示される領域の発光単位の
サイズが大きくされればよく、例えば、画面全領域の発光単位のサイズが大きくされても
よい。
　なお、本実施例では、原画像を表示する際に、合成部１５が入力された画像データ（原
画像のデータ）を、合成処理を施さずにそのまま画像データ出力部１８へ出力する構成と
したが、この構成に限らない。合成部１５は、原画像とアプリケーションのウィンドウと
が合成された合成画像データを生成し、出力してもよい。また、原画像を表示する際に、
画像保持部１１から（他の機能ブロックを介さずに）画像データ出力部１８へ画像データ
が送られてもよい
　なお、本実施例では、画像出力装置１と画像表示装置２が別体の場合について説明した
が、画像出力装置１と画像表示装置２は一体であってもよい。
　なお、本実施例では、画像データが装置内に蓄えられているものとしたが、画像データ
は、ＬＡＮ等の外部のネットワークあるいはＳＤカードＵＳＢメモリーといったメディア
から取得されてもよい。
　なお、本実施例では、初期状態において、１つの分割領域が１つの発光単位とされる構
成としたが、この構成に限らない。初期状態において、複数の分割領域からなる領域が１
つの発光単位とされてもよい。例えば、第１画像を表示する際に１×２個の分割領域から
なる領域が１つの発光単位とされていてもよい。
【００４８】
　＜実施例２＞
　実施例１では、画像出力装置内で拡大画像統計量を算出する例について説明した。本実
施例では、画像出力装置が、画像表示装置が統計量を取得する際に参照する領域（統計量
取得領域）を制御することにより、第１画像（原画像）と第２画像（拡大画像）のコント
ラストを一致させる。なお、実施例１と同様の処理については説明を省略する。
【００４９】
　本実施例に係る画像表示装置は、実施例１と同様に、分割領域毎に、その分割領域に表
示される画像の統計量を取得する機能を有する（統計量検出部２２）。また、本実施例に
係る画像表示装置は、実施例１と同様に、分割領域毎に、上記取得された統計量を用いて
、バックライトの発光輝度を決定する機能を有する（バックライト制御部２４）。
　なお、本実施例では、統計量検出部２２は、分割領域毎に、その領域に対して設定され
た領域指定情報に基づいて、統計量を取得する。領域指定情報は、統計量を取得する領域
（統計量取得領域）を示す情報である。初期状態において、分割領域の領域指定情報は、
その分割領域を表す。そのため、初期状態では、分割領域毎に、その分割領域に表示され
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る画像の統計量が取得される。
　本実施例では、領域指定情報は、分割領域毎に、統計量取得領域の始点（統計量取得領
域を含む分割領域のうち、最も左上の分割領域の位置）と、終点（統計量取得領域を含む
分割領域のうち、最も右下の分割領域の位置）とを含むものとする。
【００５０】
　本実施例に係る画像出力装置は、実施例１の拡大画像統計量算出部１６の代わりに、領
域指定部を有する。
　領域指定部は、表示領域情報（原画像や拡大画像の表示領域の情報）と、表示する画像
の原画像に対する拡大率とを用いて、領域指定情報を生成して出力する。例えば、領域指
定部は、拡大画像を表示する場合に、拡大された発光単位に含まれる分割領域の統計量を
、該発光単位の領域から取得するように、統計量検出部２２に指示する。
　なお、本実施例では、表示領域情報と拡大率は、合成部１５から出力されるものとする
。具体的には、合成部１５は、画像の表示領域を表す情報にその領域の拡大率が対応付け
られた情報を出力する。
【００５１】
　図１１は、領域指定部の動作を表すフローチャートである。
　領域指定部は、表示領域情報が入力されると、まず各分割領域の領域指定情報をすべて
０に初期化する（ステップＳ２０１）。
　次に、領域指定部は、Ｙを１にリセットし（ステップＳ２０２）、Ｘを１にリセットす
る（ステップＳ２０３）。
　そして、領域指定部は、（Ｘ，Ｙ）の分割領域の領域指定情報を読み出し、０以外の値
が設定されているかを判定する（ステップＳ２０４）。
　領域指定情報に０が設定されていた場合、ステップＳ２０５へ処理が進められる。領域
指定情報に０以外が設定されていた場合、ステップＳ２０９へ処理が進められる。
【００５２】
　ステップＳ２０５では、領域指定部は、（Ｘ，Ｙ）の分割領域に表示される画像の拡大
率を判断する。具体的には、（Ｘ，Ｙ）の分割領域が拡大率４００％の拡大画像の表示領
域を含む分割領域である場合には、拡大率が４００％であると判断される。また、（Ｘ，
Ｙ）の分割領域がアプリケーションのウィンドウの領域など、原画像や拡大画像を含まな
い領域である場合には、拡大率が１００％であると判断される。
　次に、領域指定部は、ステップＳ２０５で判断（取得）された拡大率の値（４００％の
場合は４００）を１００で除算した値ｎを求める（ステップＳ２０６）。
【００５３】
　そして、領域指定部は、得られた値ｎから、統計量取得領域を求める（ステップＳ２０
７）。具体的には、始点が現在の（Ｘ，Ｙ）、終点が（Ｘ＋ｎ－１，Ｙ＋ｎ－１）の領域
が統計量取得領域とされる。換言すれば、Ｘ～Ｘ＋ｎ－１且つＹ～Ｙ＋ｎ－１の複数の分
割領域がグループ化される。
　次に、領域指定部は、求めた統計量取得領域の始点と終点の値を、該領域に含まれる分
割領域の領域指定情報として設定する（ステップＳ２０８）。即ち、グループ化された複
数の分割領域からなる領域の情報が、該複数の分割領域の夫々の領域指定情報として設定
される。そして、ステップＳ２０９へ処理が進められる。
　例えば、Ｘ＝２，Ｙ＝３の拡大率の値が４００であった場合、ｎ＝４が得られ、始点（
２，３）、終点（５，６）が求められる。そして、これら始点と終点の値が、Ｘ＝２～５
且つＹ＝３～６の１６個の分割領域の領域指定情報として設定される。
【００５４】
　ステップＳ２０９では、領域指定部は、Ｘの値が統計量取得領域の終点であるかを判断
する。終点でなかった場合、領域指定部は、Ｘに１を加えて（ステップＳ２１０）、ステ
ップＳ２０４に戻る。終点であった場合、領域指定部は、Ｙの値が統計量取得領域の終点
であるかを判断する（ステップＳ２１１）、終点でなかった場合、Ｙに１を加えて（ステ
ップＳ２１２）、ステップＳ２０３に戻る。終点であった場合、分割領域毎の領域指定情
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報を出力し（ステップＳ２１３）、領域指定部は処理を終了する。
　以上のように設定された領域指定情報は、通信部１９，２５を介して統計量検出部２２
に入力される。
【００５５】
　図１２を用いて、領域指定部の処理の具体例について説明する。
　図１２（Ａ）は、表示画面例である。領域１２０１はアプリケーションウィンドウの表
示領域、領域１２０２は、原画像に対して４倍に拡大された画像の表示領域である。
　図１２（Ｂ）は、図１２（Ａ）の表示を行う場合の表示領域情報を表す。図中、点線は
、分割領域を表す。図１２（Ｂ）の例では、始点（３，４）、終点（１８，１５）の領域
の情報が表示領域情報とされる。そして、該情報と、拡大率４００％が対応付けられて領
域指定部へ入力される。領域指定部では、表示領域情報で表される領域以外の領域は、ア
プリケーションウィンドウなどの領域であると判断される。なお、表示領域情報は、画像
（拡大画像、原画像）の領域の情報とアプリケーションウィンドウの領域の情報との両方
を含んでいてもよい。
【００５６】
　図１２（Ｃ）は、上記表示領域情報及び拡大率を用いて図１１の処理を行った結果を示
す。図１２（Ｃ）の細線は、グループ化された分割領域を表す。
　図１２（Ｃ）に示すように、アプリケーションウィンドウの表示領域では、１つの分割
領域が１つのグループとされる。そして、拡大率４００％の拡大画像の表示領域では、４
×４＝１６個の分割領域が１つのグループとされる。
　例えば、Ｘ＝２、Ｙ＝３の分割領域に表示される画像はアプリケーションウィンドウで
あるため、拡大率の値は「１００」となる。したがって、Ｘ＝２、Ｙ＝３の領域指定情報
は始点（２，３）、終点（２，３）となり、１つの分割領域が１つのグループとされる。
　また、Ｘ＝３、Ｙ＝４の分割領域に表示される画像は拡大率４００％の画像であるため
、拡大率の値は「４００」となる。したがって、Ｘ＝３、Ｙ＝４の領域指定情報は、始点
（３，４）、終点（６，７）となり、４×４の分割領域が１つのグループとされる。なお
、始点（３，４）、終点（６，７）の領域指定情報は、Ｘ＝３～６、Ｙ＝４～７の１６個
の分割領域に設定される。
【００５７】
　次に、統計量検出部２２の動作について説明する。
　統計量検出部２２は、分割領域毎に、領域指定情報で示された領域の画像データの統計
量を取得する。例えば、アプリケーションウィンドウの領域では、分割領域毎に、その分
割領域に表示される画像の統計量が取得される。領域指定情報が４×４の分割領域からな
る領域を示す場合には、該４×４の分割領域からなる領域に表示される画像の統計量が取
得される。
　その後、実施例１と同様に、画像処理部２３、バックライト制御部２４で分割領域毎に
その分割領域に対して算出された統計量を用いた処理が行われる。
【００５８】
　以上述べたように、本実施例によれば、第２画像（拡大画像）を表示する場合に、発光
単位のサイズが、分割領域のサイズを第１画像（原画像）に対する第２画像の拡大率で拡
大したサイズへ変更される。それにより、第１画像と第２画像のコントラストの差を低減
することができる。
【００５９】
　具体的には、拡大率１００％の原画像の表示領域では、分割領域毎に、その分割領域が
統計量取得領域とされる。そして、拡大率４００％の拡大画像の表示領域では、分割領域
の４倍の領域が統計量取得領域とされる。
　拡大画像は、原画像を水平方向、垂直方向にそれぞれ４倍に拡大した画像であるので、
原画像表示時に１つの分割領域に表示されていた画像は、拡大画像表示時に４×４の１６
個の分割領域からなる領域に表示される。そのため、上述したように統計量を取得するこ
とで、原画像表示時と拡大画像表示時とで統計量を一致させることができ、原画像と拡大



(15) JP 5868048 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

画像のコントラストの差を低減することができる。
【００６０】
　なお、図１２の例では、画像の縁が分割領域の縁と一致する場合を例示したが、画像の
縁と分割領域の縁とは一致していなくてもよい。
　図１３は、拡大率４００％の拡大画像の領域１２０４の縁が分割領域の縁と一致してい
ない場合の例である。
　この場合、拡大画像の領域１２０２を一部でも含んでいる分割領域に対して、拡大率が
４００％であると判断すればよい。それにより、図１３に示すように分割領域がグループ
分けされる。
【００６１】
　なお、第１画像が拡大率１００％の原画像、第２画像が原画像を拡大した拡大画像であ
る場合について説明したが、第１，２画像はこれに限らない。第１画像は、原画像を縮小
した画像や原画像を拡大した画像であってもよい。第２画像は第１画像を拡大した画像で
あればよい。例えば、拡大率が５０％の画像を第１画像、拡大率が２００％の画像を第２
画像としてもよい。その場合には、第１画像の表示領域を含む分割領域の拡大率の値を「
１００」とし、第２画像の表示領域を含む分割領域の拡大率の値を（２００／５０）×１
００＝「４００」とすればよい。
　なお、表示領域情報、領域指定情報は、領域（分割領域、統計量取得領域）の位置とサ
イズを表す情報であれば、本実施例に記載した情報でなくてもよい。
【００６２】
　＜実施例３＞
　従来のローカルディミングを行った場合の、原画像に対する拡大率の異なる画像間のコ
ントラストの違いは、それらの画像を同時に表示しているときにユーザに感知されやすい
。そこで、本実施例では、第１画像に対する拡大率が互いに異なる複数の画像を共に表示
している場合に、発光単位のサイズを大きくする処理を行う。なお、実施例１，２と同様
の処理については説明を省略する。
【００６３】
　まず、実施例１の方法で発光単位のサイズを大きくする場合について説明する。
【００６４】
　スケーリング部１４は、拡大率の異なる複数の画像を表示するユーザ操作があった場合
に、ユーザ操作に応じて、原画像から拡大率の異なる複数の画像のデータを生成し、合成
部１５に出力する。他の処理は実施例１，２と同様のため、説明は省略する。
　合成部１５は、スケーリング部１４から複数の画像データが入力された場合に、それら
の画像データを合成し、合成画像データを生成する。例えば、アプリケーションウィンド
ウ内に拡大率が異なる複数の画像が互いに重なりあわないように配置された合成画像デー
タが生成され、出力される。他の処理は実施例１，２と同様のため、説明は省略する。
【００６５】
　拡大画像統計量算出部１６は、第１画像に対する拡大率が互いに異なる複数の画像を同
時に表示する場合にのみ、画像毎に、拡大画像統計量の算出処理を行う。処理の方法は実
施例１と同様のため、説明は省略する。
　原画像統計量保持部１７は、実施例１と同様に、第１画像の分割領域毎の統計量を記憶
する。なお、原画像統計量保持部１７は、表示されている複数の画像とは拡大率が異なる
画像（例えば、表示されている複数の画像の原画像）の分割領域毎の統計量を記憶しても
よい。表示されている複数の画像のうち最も拡大率の低い画像を第１画像として、該画像
の分割領域毎の統計量を記憶してもよい。
【００６６】
　次に、実施例２の方法で発光単位のサイズを大きくする場合について説明する。
【００６７】
　スケーリング部１４、合成部１５の処理は上述したとおりである。
　領域指定部は、第１画像に対する拡大率が互いに異なる複数の画像を共に表示している
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場合に、領域指定情報の生成を行う。領域指定情報の生成方法は、実施例２と同様のため
、その説明は省略する。
【００６８】
　図１４を用いて、領域指定部の処理の具体例について説明する。
　図１４（Ａ）は、表示画面例である。領域１４０１はアプリケーションウィンドウの表
示領域、領域１４０２は原画像の表示領域、領域１４０３は原画像に対して４倍に拡大さ
れた拡大画像の表示領域である。
　図１４（Ｂ）は、図１４（Ａ）の表示を行う場合の表示領域情報を表す。図中、点線は
、分割領域を表す。図１４（Ｂ）の例では、始点（２１，１３）、終点（２４，１５）の
領域の情報が原画像の表示領域情報（第１表示領域情報）とされる。そして、第１表示領
域情報と拡大率１００％が対応付けられて領域指定部へ入力される。始点（３，４）、終
点（１８，１５）の領域の情報が拡大画像の表示領域情報（第２表示領域情報）とされる
。そして、第２表示領域情報と拡大率４００％が対応付けられて領域指定部へ入力される
。
【００６９】
　図１４（Ｃ）は、上記表示領域情報及び拡大率を用いて図１１の処理を行った結果を示
す。図１４（Ｃ）の細線は、グループ化された分割領域を表す。
　図１４（Ｃ）に示すように、アプリケーションウィンドウの表示領域及び拡大率１００
％の原画像の領域では、１つの分割領域が１つのグループとされる。そして、拡大率４０
０％の拡大画像の表示領域では、４×４＝１６個の分割領域が１つのグループとされる。
【００７０】
　以上述べたように、本実施例によれば、拡大率の異なる複数の画像を表示する場合に、
発光単位のサイズが変更される。それにより、コントラストの差をユーザに感知され難く
するとともに、画像出力装置及び画像表示装置の処理負荷を低減することができる。
　なお、本実施例では、１つの画像が入力され、入力された１つの画像から拡大率の異な
る複数の画像が生成される構成としたが、この構成に限らない。複数の画像が入力され、
入力された複数の画像から拡大率の異なる複数の画像が生成されてもよい。即ち、拡大率
の異なる複数の画像の原画像は、それぞれ異なる画像であってもよい。
　なお、本実施例では、複数の画像が１つの画面（１つの画像表示装置）に表示される場
合の例について説明したが、複数の画像は、それぞれ、複数の画面（複数の画像表示装置
）に表示されていてもよい。例えば、第１の画像表示装置に原画像が表示され、第２の画
像表示装置に拡大画像が表示されている場合に、上記処理と同様の処理が行われてもよい
。
【００７１】
　＜実施例４＞
　本実施例では、画像の縁と分割領域の縁とが一致するように表示する画像の領域を決定
する。本実施例に係るシステムの構成は実施例１～３と同様のため、その説明は省略する
。以下では、実施例１～３と異なる点について説明する。
【００７２】
　本実施例に係る合成部１５は、画像の縁と分割領域の縁とが一致するように表示する画
像の領域を決定（調整）する。
　合成部１５による画像の表示領域を決定する処理（表示領域決定処理）の一例を図１５
のフローチャート、及び、図１６を用いて説明する。図１６は、調整前後の画像（第１，
２画像）の表示領域の一例を示す。
　まず、合成部１５は、現在の画像（第１，２画像）の表示領域（例えばユーザに指定さ
れた領域）の始点と一致する分割領域の始点があるか否かを判定する（ステップＳ３０１
）。
　現在の画像の表示領域の始点と一致する分割領域の始点がある場合には、ステップＳ３
０２に進む。現在の画像の表示領域の始点と一致する分割領域の始点が無い場合には、ス
テップＳ３０４に進む。
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【００７３】
　ステップＳ３０２では、合成部１５は、現在の画像の表示領域の始点から最も近い始点
を有する分割領域を検出し、それら始点間の水平方向及び垂直方向の画素数を算出する。
図１６（Ａ）の例では、位置（２，２）の分割領域が検出され、水平方向の画素数Ｓｘ、
垂直方向の画素数Ｓｙが算出される。
　つぎに、合成部１５は、画像の表示領域をステップＳ３０２で算出した画素数だけ移動
させることにより、画像の表示領域の始点と分割領域の始点とを一致させ（ステップＳ３
０３）、ステップＳ３０４に進む。それにより、図１６（Ａ）の状態から図１６（Ｂ）の
状態へと画像の表示領域が変更される。
【００７４】
　ステップＳ３０４では、合成部１５は、現在の画像の表示領域の終点と一致する分割領
域の終点（他の分割領域の始点）があるか否かを判定する。
　現在の画像の表示領域の終点と一致する分割領域の終点がある場合には、合成部１５は
、処理を終了する。現在の画像の表示領域の終点と一致する分割領域の終点が無い場合に
は、合成部１５は、画像の表示領域の終点が最も違い分割領域の終点と一致するように画
像のサイズ（拡大率）を変更して（ステップＳ３０５）、処理を終了する。図１６（Ｂ）
の例では、画像の表示領域の終点と分割領域の終点が一致しているため、そのまま処理が
終了される。
【００７５】
　以上述べたように、本実施例によれば、画像の縁と分割領域の縁とが一致するように表
示する画像の領域が決定される。それにより、分割領域毎の統計量として、画像の統計量
のみを取得することが可能となり、ひいては、第１画像と第２画像のコントラストの差を
より精度よく低減することが可能となる。具体的には、第１画像が画像の縁と分割領域の
縁とが一致しており、第２画像が画像の縁と分割領域の縁とが一致していない場合に、発
光単位内に表示される画像が第１画像と第２画像とでずれてしまうことがある。本実施例
によれば、そのような画像のずれを無くすことができ、第１画像と第２画像のコントラス
トの差をより精度よく低減することができる。
【００７６】
　＜実施例５＞
　本実施例では、画像出力装置の動作モードを、第１のモードと第２のモードを含む複数
のモードから選択可能な構成について説明する。第１のモードは、１つの分割領域を１つ
の発光単位とする、即ち、画像表示装置に初期状態でローカルディミングを行わせるモー
ドである。第２のモードは、第２画像を表示する場合に、第１画像に対する第２画像の拡
大率に応じて、第１画像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくする、即ち、画
像出力装置が上記実施例１～４で述べた処理を行うモードである。以下では、動作モード
が第１のモードと第２のモードとの間で切り替えられるものとする。
【００７７】
　まず、実施例１の構成に上記選択を行う機能を付加した構成について説明する。なお、
実施例１と同様の機能については、説明を省略する。
　図１７は、本実施例に係るシステムの構成の一例を示すブロック図である。
　図１７に示すように、本実施例に係る画像出力装置１は、実施例１（図３）の構成の他
に、処理選択部９を更に有する。
　処理選択部９は、ユーザ操作に応じて、第１のモードと第２のモードのいずれかを選択
する。なお、初期状態において処理選択部９が選択するモードは、第１のモードと第２の
モードのどちらであってもよい。本実施例では、初期状態において、処理選択部９は第１
のモードを選択する。
【００７８】
　処理選択部９は、第１のモードを選択した場合、拡大画像統計量算出部１６に対し、処
理を行わないよう指示する。図１７の例では、画像表示装置２では、拡大画像統計量の入
力が無い場合に、１つの分割領域を１つの発光単位として動作する。そのため、上記指示
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を行うことにより、画像表示装置に初期状態でローカルディミングを行わせることができ
る。
　処理選択部９は、第２のモードを選択した場合、拡大画像統計量算出部１６に対し、処
理を行うよう指示する。それにより、実施例１で述べたように、第２画像を表示する場合
に、第１画像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくすることができる。
【００７９】
　次に、実施例２の構成に上記選択を行う機能を付加した構成について説明する。なお、
実施例２と同様の機能については、説明を省略する。
　本実施例に係るシステムは、図１７の拡大画像統計量算出部１６の代わりに領域指定部
を有する。
　本実施例では、実施例２で合成部１５から出力された拡大率（及び表示領域情報）は、
領域指定部ではなく処理選択部９に入力される。
【００８０】
　処理選択部９は、第１のモードを選択した場合、入力された拡大率を全て１００％に変
更して領域指定部に出力する。それにより、領域指定部では、各分割領域の統計量取得領
域をその分割領域とする領域指定情報が生成され、出力される。その結果、１つの分割領
域を１つの発光単位とする（画像表示装置に初期状態でローカルディミングを行わせる）
ことができる。
　処理選択部９は、第２のモードを選択した場合、入力された拡大率をそのまま領域指定
部に出力する。それにより、実施例２で述べたように、第２画像を表示する場合に、第１
画像を表示する場合よりも発光単位のサイズを大きくすることができる。
【００８１】
　以上述べたように、本実施例によれば、画像出力装置の動作モードを第１のモードと第
２のモードを含む複数のモード間で切り替えることができる。第２のモードで画像出力装
置を動作させることにより、実施例１～４で述べたように、第１画像と第２画像のコント
ラストの差を低減することができる。また、第１のモードで画像出力装置を動作させるこ
とにより、１つの分割領域を１つの発光単位として、即ち、発光単位のサイズを最小にし
てローカルディミングが行われるため、コントラストを大きく向上させることができる。
従って、画像のコントラストを大きく向上させるか、画像を拡大率によらず同じコントラ
ストで表示させるかを、ユーザの要望に応じて選択できる。
【００８２】
　なお、本実施例では、ユーザ操作に応じて動作モードを選択するものとしたが、選択方
法はこれに限らない。
　表示する画像の数に応じて動作モードを選択してもよい。例えば、１つの画像を表示す
る場合には第１のモードを選択し、複数の画像を表示する場合には第２のモードを選択す
るようにしてもよい。
　表示する画像の拡大率に応じて動作モードを選択してもよい。例えば、拡大率が所定値
（例えば４００％）以上の画像を表示する場合に第１のモードを選択するようにしてもよ
い。
　表示する複数の画像間の拡大率の差に応じて動作モードを選択してもよい。例えば、表
示する複数の画像間の拡大率の差が所定値（例えば２００％）以上である場合に第２のモ
ードを選択し、拡大率の差が上記所定値未満である場合に第１のモードを選択するように
してもよい。
【００８３】
　なお、本実施例では、動作モードが、第１，２のモード間で切り替えられる場合につい
て説明したが、動作モードは第３のモードを含んでいてもよい（動作モードが第３のモー
ドへ切り替え可能であってもよい）。第３のモードは、例えば、画像表示装置２にローカ
ルディミングを行わせないモードである。
【００８４】
　なお、処理選択部９の処理は上述した処理に限らない。
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　例えば、処理選択部９に、拡大画像統計量算出部１６から拡大画像統計量が入力される
構成であってもよい。その場合には、第１モードで、処理選択部９が、入力された拡大画
像統計量を出力しなければよい。第２のモードで、処理選択部９が、入力された拡大画像
統計量を（通信部１９を介して）画像表示装置２に出力すればよい。
　また、処理選択部９に、領域指定部から領域指定情報が入力される構成であってもよい
。その場合には、第１モードで、処理選択部９が、予め記憶している領域指定情報（各分
割領域の統計量取得領域をその分割領域とする領域指定情報）を画像表示装置２に出力す
ればよい。第２のモードで、処理選択部９が、入力された領域指定情報を画像表示装置２
に出力すればよい。
【符号の説明】
【００８５】
　１　画像出力装置
　１６　拡大画像統計量算出部

【図１】

【図２】

【図３】
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